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採用日は、最終合格後に意向を確認したうえで「令和７年１月１日付」採用となる場合があります。 

 

１ 試験区分・受験資格・採用予定者数  

試験区分 受験資格（全て満たす必要があります） 採用予定者数 

一般事務Ⅰ類 

（主任級） 

(1)昭和５９年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた方 

(2)民間企業等における職務経験が直近１４年中８年以上ある方 10名 

一般事務Ⅰ類 平成３年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方 

一般事務Ⅰ類 

（社会福祉士） 

(1)昭和５９年４月２日以降に生まれた方 

(2)申込時点で社会福祉士の資格をお持ちの方 
５名 

一般事務Ⅰ類 

（精神保健福祉士） 

(1)昭和５９年４月２日以降に生まれた方 

(2)申込時点で精神保健福祉士の資格をお持ちの方 

一般事務Ⅰ類 

（障害者対象） 

昭和５９年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方で、下記のいずれかの障害

者要件に該当する方 

・身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方 

・都道府県知事、政令指定都市の長が発行する療育手帳の交付を受けている方 

・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障

害者職業センターにより知的障害者であると判定された方 

・精神保健福祉法第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

若干名 

司書Ⅰ類 

(1)昭和５９年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方 

(2)申込時点で図書館法に基づく司書の資格をお持ちの方又は令和７年３月３１日まで

に取得見込の方 

若干名 

土木技術Ⅰ類 

（主任級） 

(1)昭和５９年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた方 

(2)民間企業等における職務経験が直近１４年中８年以上ある方 若干名 

土木技術Ⅰ類 平成３年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方 

心理技術Ⅰ類 
(1)昭和５９年４月２日以降に生まれた方 

(2)申込時点で臨床心理士又は公認心理師の資格をお持ちの方 
若干名 

保健師Ⅰ類 
(1)昭和５９年４月２日以降に生まれた方 

(2)申込時点で保健師の免許をお持ちの方 
若干名 

保育士Ⅰ類 
(1)昭和５９年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた方 

(2)申込時点で保育士の資格をお持ちの方又は令和７年３月３１日までに取得見込の方 
15名 

保育士Ⅱ類 
(1)平成１５年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれた方 

(2)申込時点で保育士の資格をお持ちの方又は令和７年３月３１日までに取得見込の方 

※（主任級）の表記がない区分は、主事級での採用となります。 

主任級は、係長職への昇任を前提とした高度な知識及び経験を必要とする業務を行う職位です。 

 

上記の試験区分に応じた受験資格の他、 

次の①から④のいずれにも該当しない方（地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない方）が受験できます。 

①禁錮(こ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方 

②西東京市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

③人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その 

他の団体を結成し、又はこれに加入した方 

 

《職務経験について》 

①雇用形態を問わず、所定の労働時間が週３０時間以上ある期間を指します。 

②対象となる期間は、平成２２年８月１日から令和６年７月３１日までとし、かつ満２２歳に達した日の属する年度の翌年度４

月１日以降に従事した期間とします。 
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③複数の企業等での在職年数を合算することが可能ですが、合算は１つの企業等において１年以上の職務経験があること

を必要とします。（月単位での通算とし、１か月未満の端数は通算しない） 

※ただし、申込み時の職歴には全ての職務経験について申告をしてください。 

④最終合格者の方には、在籍した企業等が証明する「勤務証明書」（西東京市指定書式）を提出していただきます。受験資

格に必要な職務経験の確認ができない場合は、採用されないことがあります。 

 

《筆記試験を免除する専門資格について》 

土木技術Ⅰ類（主任）、土木技術Ⅰ類を受験される方で、申込み時に以下のうちいずれか１つ以上の資格を所持している方

は、第1次試験（専門試験）が免除となります。資格を有していることを申告し、証明書を画像で添付してください。 

土木施工管理技士（１級）または（２級） 

ＲＣＣＭ（道路）または（下水道）  

技術士 総合技術管理部門（建設）または（上下水道） 

技術士（建設部門）または（上下水道部門） 

 

 

２ 受験申込み手続  

申込方法（Web申込）  

西東京市役所採用試験申込ページ（↓）より 

入力フォームに従って必要事項を入力してください。 

URL: https://logoform.jp/f/XD23i 

 

 

 

 

 

 

 

受付期間  令和６年８月１４日（水） から ９月１０日（火）午後５時００分まで  

全項目入力後「送信」ボタンを押すと、入力したメールアドレス宛に送信完了メールが届きます。 

 

注意事項 

・受験資格に記載されている資格・免許をお持ちの方は、フォーム上で資格証等の画像を添付してください。 

・受験者が行った手続きに不備があり、申込みが完了せずに受験できない場合は、当市は責任を負いません。 

・採用試験の申し込みをされた方には、令和６年９月１３日（金）に第１次試験の案内メールを送ります。 

 

《受験番号について》 

一般事務Ⅰ類（障害者対象）、土木技術Ⅰ類（主任級）、土木技術Ⅰ類 

申し込み時に送られる送信完了メールに記載されている受付番号を控えておいてください。 

第１次試験の案内メールに、受験者それぞれの受付番号から附番した受験番号をお知らせします。 

一般事務Ⅰ類（主任級）、一般事務Ⅰ類、一般事務Ⅰ類（社会福祉士）、一般事務Ⅰ類（精神保健福祉士）、 

司書Ⅰ類、心理技術Ⅰ類、保健師Ⅰ類、保育士Ⅰ類、保育士Ⅱ類 

第１次試験の案内メールに記載される「企業別受検 ID」が受験番号になります。 

  

職員採用試験 

申込ページ 

初めてログインする場合は、アカウント登録を行ってください 

 

 

 

 

 

 

   又は 
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３ 試験日程・方法 

  応募者の都合による試験日、集合時間等の変更はできません。 

第１次試験 

試験区分：一般事務Ⅰ類（障害者対象）、土木技術Ⅰ類（主任級）、土木技術Ⅰ類 

 

試験日 令和６年９月２９日（日） 会場：西東京市役所田無庁舎（西東京市南町５丁目６番１３号） 

試験方法 

一般事務Ⅰ類（障害者対象） 
マークシート方式（SPI-3） 

基礎能力検査（７０分）及び性格検査（４０分） 

土木技術Ⅰ類（主任級） 

土木技術Ⅰ類 

専門試験（１２０分）（数学・物理、応用力学、水理学、土質

工学、測量、土木計画（都市計画を含む）、材料・施工） 

試験区分：一般事務Ⅰ類（主任級）、一般事務Ⅰ類、一般事務Ⅰ類（社会福祉士）、 

一般事務Ⅰ類（精神保健福祉士）、司書Ⅰ類、心理技術Ⅰ類、保健師Ⅰ類、保育士Ⅰ類、保育士Ⅱ類 

 
試験日 令和６年９月１７日（火）から９月３０日（月）までのうち各自で予約 

試験方法 テストセンター方式 （基礎能力検査及び性格検査（SPI-3）） 

合格発表 令和６年１０月７日（月） 

 

土木技術Ⅰ類（主任級）、土木技術Ⅰ類の方 

・第１次試験（専門試験）免除者は、第２次試験が最初の試験となります。 

・第２次試験受験前に、WEB上で「性格検査」を受検していただきます。 

・(主任級)で応募された方には、これまでの職務に関する経験等を確認するための資料を提出していただ

きます。 

詳細については９月１３日(金)にお送りするメールにてお知らせします。 

 

第２次試験 

試験日 

一般事務Ⅰ類（主任級）、一般事務Ⅰ類 

一般事務Ⅰ類（社会福祉士） 

一般事務Ⅰ類（精神保健福祉士） 

一般事務Ⅰ類（障害者対象） 

１０月１２日(土)又は１９日(土)のうち 

いずれか指定する日 

司書Ⅰ類 １０月１５日(火) 

土木技術Ⅰ類（主任級）、土木技術Ⅰ類 

心理技術Ⅰ類、保健師Ⅰ類 

１０月１２日(土)又は１９日(土)のうち 

いずれか指定する日 

保育士Ⅰ類、保育士Ⅱ類 
１０月１６日(水)又は１７日(木)のうち 

いずれか指定する日 

試験方法 
人物試験（グループワーク試験又は実地試験、及び面接試験等） 

詳細は第１次試験合格者にメールにてお知らせします 

合格発表 令和６年１０月２５日（金） 

 

第３次試験 

試験日 令和６年１１月２日（土）又は６日（水）のうちいずれか指定する日 

試験方法 人物試験（個別面接試験） 

合格発表 令和６年１１月１３日（水） 
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４ 合格発表の方法 

市HPへ合格者の受験番号を掲載し、合格者にはメールでもお知らせします。 

最終試験受験者に対しては、上記に加えて合否通知を郵送します。 

 

 

５ 採用の方法及び決定 

（１）最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。採用候補者名簿の有効期限は、最終合格発表日から１年間です。 

（２）申込書等の記載事項に虚偽がある場合又は受験資格として必要な資格・免許等の確認ができなかった場合は、採用候

補者名簿から削除されることがあります。 

（3）採用候補者名簿に登載後、市指定の医療機関で健康診断を受診していただきます。 

（4）採用候補者名簿登載者は、最終合格発表日以降、原則名簿登載順に採用します。 

（5）職員の採用は全て条件付き採用とし、その職員がその職において、原則６か月勤務し、その間、職務を良好な成績で遂

行したときに正式採用となります。 

（6）第１次試験から採用までの流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 初任給  

 初任給（月額） 

Ⅰ類（主任級） ２７２,４３５円（地域手当 35,５３５円含む） 

Ⅰ類 ２２５,６３０円（地域手当 2９,４３０円含む） 

Ⅱ類 １９５,９６０円（地域手当 ２５,５６０円含む） 

（注意） 

① この初任給の他に、扶養手当、住居手当、通勤手当及び期末･勤勉手当等が支給されます。 

② この初任給は、令和６年４月１日現在の額です。採用前に給与改定等があった場合には、その定めるところによります。 

③ 採用前に職歴等がある場合は、一定の基準により加算される場合があります。 

◆支給額の一例 （金額は一例であり、個々の経験により異なります。） 

 前  歴 給料（月額）地域手当含む 

Ⅰ類（主任級） 

大学卒業後、勤務歴８年の場合 ２９６,７００円 

大学卒業後、勤務歴１３年の場合 ３３７,５２５円 

大学卒業後、勤務歴１８年の場合 ３７４,５５５円 

Ⅰ類 

大学卒業後、勤務歴４年の場合 ２５６,７９５円 

大学卒業後、勤務歴８年の場合 ２８４,０５０円 

大学卒業後、勤務歴１２年の場合 ３１０,９６０円 

※上記の例における勤務歴は、同職種として勤務された場合によるものです。  
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７ 配属先  

試験区分 配属先 

一般事務Ⅰ類（主任級） 

一般事務Ⅰ類 

一般事務Ⅰ類（障害者対象） 

市の行政全般にわたる一般行政事務に係る業務を行う部署 

（田無庁舎及び保谷庁舎の各部署の他、市内の各市営施設） 

一般事務Ⅰ類（社会福祉士） 

一般事務Ⅰ類（精神保健福祉士） 

福祉にかかる業務を行う部署 

（例）地域共生課、生活福祉課、高齢者支援課、障害福祉課等 

司書Ⅰ類 
図書館奉仕の業務等 

（例）図書館等 

土木技術Ⅰ類（主任級） 

土木技術Ⅰ類 

土木技術に係る業務を行う部署 

（例）みどり公園課、都市計画課、道路課、下水道課等 

心理技術Ⅰ類 
特別支援教育や教育相談、子育てに関する相談・調整に係る業務を行う部署 

（例）教育支援課、子ども家庭支援センター等 

保健師Ⅰ類 

市民及び職員の保健衛生等に係る業務を行う部署 

（例）健康課、高齢者支援課、障害福祉課、子ども家庭支援センター、 

保育園、職員課等 

保育士Ⅰ類 

保育士Ⅱ類 

保育に係る業務を行う部署 

（例）保育園、児童館、児童発達支援センター等 

※定期的な人事異動により配属先が変わります。 

 

 

８ 待遇等 

（１）勤務時間 

   原則、午前８時３０分から午後５時１５分までの７時間４５分勤務で、週休２日制です。 

（２）休暇・休業等 

  年次有給休暇、ボランティア休暇、夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇、妊娠出産休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、育児

時間、子の看護休暇、介護休暇、育児休業、部分休業等があります。 

（３）昇任制度 

  学歴等に関係なく、能力・業績主義に基づく昇任選考試験制度（主任職試験、係長職選考、管理職試験等）を実施して

います。 

  主任とは、知識又は経験を必要とする業務を行う職であり、主任職試験により選抜されます。４月１日付採用者の主任

職試験は、Ⅰ類採用者は採用後５年目から受験できます。なお、本市採用前の職歴について、経験年数に通算できる場

合があります。主任職試験に合格すると、原則として翌年度から主任として任用されます。 

 （主任級）区分の採用者は、採用後４年経過すると係長職選考の対象となります。 

（４）人事評価制度 

  職員一人ひとりの能力開発や人材育成に資することを目的とした育成型人事評価を実施しています。業績とそれにつ

ながるプロセス（過程）について、評定基準を明確にし、また、複数の評定者による客観性を持った制度です。 

（５）研修 

  人材育成の視点から西東京市の求める職員像の実現に向け、計画的な能力開発と自発的な能力開発を支援する研修

体系を確立し、職員の育成を図っています。 

（６）福利厚生 

  定期健康診断や各種健診、産業医・臨床心理士・保健師による健康相談や保健相談等を実施しています。 

  また、東京都市町村職員共済組合の健康保険、年金の給付、保養施設の宿泊助成等を受けることができます。 
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９ その他の注意事項  

（１）受験者の受験申込み手続きの不備による申込みの遅延等については、本市は一切責任を負いませんので、手続きに

は十分注意してください。 

（２）採用試験申込に関して収集した個人情報等は、関係法令等に基づき、適切に取扱います。 

（３）採用予定者数は、欠員等の状況によって変更になる場合があります。 

（４）受験申込み時の届出事項に変更が生じた場合は、速やかに職員課人材育成推進係までご連絡ください。 

（５）試験の日時や場所が異なる可能性がありますので、必ず案内を確認してください。 

 

 

10 お願い  

西東京市職員採用試験は、皆様の受験申込みにより準備を行っています。 

この試験は、市民が納めた貴重な税金を使って実施されるものです。 

受験を検討される方は、この点を十分ご理解の上、お申込みいただくようお願いいたします。 

 

《問い合わせ先》 

西東京市総務部職員課人材育成推進係 

〒188-8666 東京都西東京市南町五丁目６番１３号 西東京市役所 田無庁舎５階 

【電話】 042-460-9813（職員課直通） 

【Ｅメール】syokuin@city.nishitokyo.lg.jp 

【ホームページアドレス】 https://www.city.nishitokyo.lg.jp/ 


